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平成２７年度 近畿総合通信局重点施策
ＩＣＴで創生！ 安⼼・安全で活⼒ある関⻄

近畿総合通信局では、“ＩＣＴで創生！ 安⼼・安全で活⼒ある関⻄”をスローガンに掲
げ、平成２７年度は次の４項目を柱とする重点施策に取り組んでいきます。

［施策の概要］

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、ＩＣＴの一層の利活用により、
地方創生に貢献するとともに、競争的資金の活用によるイノベーション創出及
び産学官連携によるＩＣＴ研究開発の推進に取り組みます。

地方創生にＩＣＴの分野で貢献するため、自治体が策定する地方版総合戦略へのＩＣ
Ｔ利活用について、盛り込むことを働きかけることにより、これまでの農業、医療、教
育、防災、交通等様々な分野でのＩＣＴ利活用の成功事例のヨコ展開を推進するととも
に、インバウンド観光等の促進による地域活性化を目的とし、関⻄の魅⼒を取材した放
送コンテンツの海外展開を推進します。

［取組の具体的内容］
○地方版総合戦略の策定支援、ＩＣＴ街づくり事業及びＧ空間シティ構築事業の成

果展開の推進
○観光Ｗｉ−Ｆｉステーションの整備促進、ＩＣＴまち・ひと・しごと創生推進事

業、ふるさとテレワーク等の推進
○放送コンテンツの海外展開の推進

競争的資金等の活用によるＩＣＴ分野の研究開発に
より、地域 課題の解決など、地方創生に資する地域
発イノベーションの創出を促進するとともに、グロー
バルコミュニケーション計画を関⻄において着実に展
開するため、産学官連携による多言語音声翻訳システ
ム等のＩＣＴ研究開発成果の社会実装を進展させるこ
とにより、関⻄におけるＩＣＴ産業の振興を推進しま
す。

［取組の具体的内容］
○多言語音声翻訳システムの関⻄での実装等、産学官連携による
ＩＣＴ研究開発の推進
○競争的資金による研究開発等（ＳＣＯＰＥ等）の推進

多言語音声翻訳アプリ VoiceTra4Uデモ
（けいはんなオープンラボシンポジウム２０１４）

（１）ＩＣＴ利活用による地域の活性化

（２）ＩＣＴ研究開発の推進



かわらばん近畿ｅ－－－－

［施策の概要］
国⺠生活に密着した情報や災害時における生命・財産の確保に必要な情報

の提供を確保するため、災害に強い情報通信インフラの構築や整備を促進し
ます。

（１）災害発生時の体制強化の支援
災害発生時に必要となる情報の提供手段を確保するため、中波放送の難聴対策及び災

害対策のため中継局整備等を行う自治体、放送事業者等への支援、自治体と電気通信事
業者等が連携した災害対応のマニュアルの検討や訓練、災害対策用の移動通信機器・移
動電源車の貸与、自治体へのコンサルテーションを実施します。

［取組の具体的内容］
○中波放送の難聴対策等の支援
○情報通信ネットワークの強じん化の推進
○災害対策用移動通信機器等の貸与による支援
○自治体への情報提供やコンサルテーションの実施

（２） 情報伝達手段の多重化・多様化の促進
観光や防災の拠点における来訪者や住⺠の情報収集等の

利便性を高めるため、公衆無線ＬＡＮ環境の整備を促進し
ます。

また、災害時の住⺠への迅速かつ多様な情報伝達を可能
とするため、Ｌアラートの普及促進を図るとともに、災害時の重要な防災情報伝達手段
である市町村防災行政無線及び消防・救急無線のデジタル化、漁業無線を活用した非常
通信訓練の実施等を促進します。 ［取組の具体的内容］

○防災Wi-Fiステーション
の整備促進及びLアラー
トの普及促進

○防災行政無線のデジタル
化による高度化及び普及
促進

○消防・救急無線の確実な
デジタル化移行

○漁業無線を活用した非常
時等における通信確保の
促進

通信機器の通信機器の通信機器の通信機器の空路搬送空路搬送空路搬送空路搬送訓練訓練訓練訓練

（大規模津波防災総合訓練）（大規模津波防災総合訓練）（大規模津波防災総合訓練）（大規模津波防災総合訓練）
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（１）災害発生時の体制強化の支援

（２） 情報伝達手段の多重化・多様化の促進
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［施策の概要］
地域社会に普及・拡大が進むスマートフォンやインターネットを安⼼・安全に

利用するための活動を関係機関等と連携しながら取り組むとともに、電気通信
サービスの消費者トラブル解決の支援等を通じて、誰もが安⼼・安全に利用でき
るＩＣＴ環境づくりに取り組みます。

（１）ＩＣＴで安⼼・安全な社会
携帯電話やインターネットをはじめとしたＩＣＴの安⼼・安全な利用に向けた周知活動を

行うとともに、普及が進むスマートフォンに対応した⻘少年の安⼼・安全な利用に関する情
報共有及び普及啓発活動を関係団体等と連携して行います。

［施策の概要］
地域の活性化に向け、ニーズに的確に対応した電波利用と無線システムの普及

を促進するとともに、快適で安⼼・安全な社会生活を支えるため良好な電波利用
環境の維持・整備に努めます。

（１）地域を活性化する電波利用の促進
近年、スマートフォンの急速な普及を背景に携帯電話システムの周波数の拡大が急務の課

題となっており、新たな携帯電話用の周波数を確保するため、既存の電波利用システムの周
波数移行や利用者数の減少する電波利用システムの廃止等に取り組みます。

また、電波のより効率的な利用を図るためアナログ無線局のデジタル化や船舶のより安全
な航行を実現する船舶共通通信システム等の普及、携帯電話の不感地域解消など地域を活性
化する電波利用を促進します。

また、電気通信サービスの消費者トラブルの円滑
な解決を図るため、関係団体等との連携を確保しつ
つ、情報提供・情報共有を行います。

[取組の具体的内容]
○「e-ネット安⼼講座」の拡充
○「スマートフォン時代に対応した⻘少年のイン

ターネット利用に関する連絡会（スマホ連絡会）
」の拡充

○ 近畿電気通信消費者支援連絡会による情報共有
の促進

○ 地域の消費生活センターとの連携強化
スマホ安全シンポジウムスマホ安全シンポジウムスマホ安全シンポジウムスマホ安全シンポジウムinininin奈良奈良奈良奈良

（奈良県王寺町）（奈良県王寺町）（奈良県王寺町）（奈良県王寺町）
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（１）ＩＣＴで安⼼・安全な社会

（１）地域を活性化する電波利用の促進
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［取組の具体的内容］
○地域における電波利用ニーズの発掘とその実現に向けた取組
○船舶共通通信システム等の普及促進
○７００／９００ＭＨｚ帯の周波数再編
○タクシー無線のデジタル化の推進
○携帯電話不感地域の解消の促進

（２）良好な電波利用環境の整備
私たちの安⼼・安全を支える放送、警察、消防、鉄道等の重要無線通信はもとより国⺠生

活に不可欠な良好な電波利用環境を維持するため、電波監視機能を充実・強化することによ
り、不法無線局や電子機器等による混信妨害・ノイズ障害を迅速に排除します。
また、良好な電波利用環境を育成するため、あらゆる機会を通じて、電波利用ルールや電波
の安全性に関する正しい情報の普及・提供に努めます。

［取組の具体的内容］
○重要無線通信妨害への迅速な対応
○特別電波監視の実施
○不法無線局の共同取締りの実施
○不法・違法無線局対策の強化
○「電波利用環境保護周知啓発強化期間」を中⼼

とした周知・啓発の推進
○「電波の安全性に関する説明会」の開催
○申告・相談への適切な対応及び障害原因の排除

〒540 -8795
大阪市中央区大手前1-5-44

大阪合同庁舎第１号館
ＴＥＬ： 06(6942)8508 
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/

編集・発行

近畿総合通信局
総務部総務課
企画広報室

今年度の近畿総合通信局施策に、皆様方のより一層の
ご支援、ご協⼒をお願い申し上げます。
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電波の安全性に関する電波の安全性に関する電波の安全性に関する電波の安全性に関する説明会説明会説明会説明会

（滋賀県（滋賀県（滋賀県（滋賀県 大津市）大津市）大津市）大津市）

災害情報共有システム
（Ｌアラート）

http://www.fmmc.or.jp/commons/

総務省は、「公共情報コモンズ」が新たな発展モデルに進化することを

踏まえ、国民に分かりやすい「災害情報共有システム（Ｌアラート）」という

名称を導入しました。

（２）良好な電波利用環境の整備


